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2 6　 派遣労働ハンド ブッ ク

　 労働者派遣法は、 直接雇用を原則と する日本の労働法制の中で、 例外的な派遣就

労と いう 労働者の需給調整を民間事業者に委ねると いう 関係上、 労働者派遣業を営

む事業者に許可を与え、 それを適正に管理するための法律と いう 性質を強く 持って

います。 そし て、 労働者派遣の対象業務の増加から原則自由化へと 対象と なる労働

者が拡大さ れたり 、 違法派遣の場合に派遣先会社が派遣労働者に対し て労働契約を

申し 込んだものと みなす「 労働契約申込みみなし 制度」 などの民事上の効果も導入

さ れたり する過程で、 派遣法は制定当初の枠組みから大きな変化を遂げてきまし た。

それゆえに、 派遣法は、 労働法について比較的知識のある方々からみても 「 構造が

複雑で難解な法律」 という イメ ージをもたれています。

　 そこ で、 厚生労働省は、 派遣元や派遣先が派遣就労の適正な運営を行う こ と がで

きるよう に「 労働者派遣事業関係業務取扱要領」 を作成し ています。 この要領では、

派遣法、 施行令、 施行規則、 派遣元・ 派遣先指針などで複雑に規定さ れている労働

者派遣のルールが、 制度や労働者派遣契約の原則、 派遣事業者の許可、 派遣元・ 派

遣先の講ずべき措置、 罰則などの項目ごと に整理さ れていますので、 派遣元や派遣

先だけでなく 、 労働者などの一般の方々が目を通しても十分参考になるものです。

　 しかし 、要領は、膨大なものである上に、極めて実務的な記載となっており 、例えば、

派遣事業者の許可要件や届出手続きなどの一般の方々にはあまり 関係のない内容も

含まれているために、 手に取るこ と すらためらいを感じ る方もいらっし ゃると 思い

ます。

　 そこ で、 第２ 部では、 直近の法改正の内容や東京都労働相談情報センタ ーに寄せ

られる労働相談などを参考にし ながら、 要領の内容からポイント を絞り こ み、 それ

を起点と して法令や指針を「 逆引き」 し ていく という 狙いで解説をしています。

　 第２ 部で概要を把握し ていただき、 さ らに要領そのものを読み込んでいただく こ

とで、 労働者派遣法につき理解を深めていただく こと をお勧めします。

【 厚生労働省「 労働者派遣事業関係業務取扱要領」】（ 令和７ 年１ 月 16 日以降版）
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